
（資料 2） 

「点検・評価項目」及び「評価の視点（参考資料）」 

（短期大学） 

 

 本資料は、短期大学が自己点検・評価を行う際に必要な項目について、10 の基準ごと

に「「短期大学基準」及びその解説」をもとに設定するものです。短期大学認証評価を

申請する短期大学は、「点検・評価項目」ごとに自己点検・評価を行う必要があります。 

 各短期大学が点検・評価を行う際には、短期大学基準を踏まえ、「点検・評価項目」全

体の内容を理解し、前後の「点検・評価項目」とのつながりを意識することが重要です。

そのため本資料においては、冒頭に「「短期大学基準」及びその解説」を記載していま

す。 

 なお、各短期大学が「点検・評価項目」に基づき自己点検・評価を行うにあたっては、

「点検・評価項目」をより具体化するため、参考資料として提示する「評価の視点」を

活用し、各短期大学の特性に応じた「評価の視点」を設定することも有効です。例えば、

理念・目的や、学科の特性、設置形態（公立・私立）、地域性、併設大学の有無などを

考慮に入れることが考えられます。 



 

 

※ 短期大学基準、点検・評価項目（略） 

 

 

 

「評価の視点（参考資料）」（短期大学）（令和４年２月改訂５年３月改定） 

 

 

基準１ 理念・目的 

点検・評価項目 評価の視点 

① 短期大学の理念・目的を適切に

設定しているか。また、それを踏ま

え、学科・専攻科の目的を適切に設定

しているか。 

○学科（又は専攻課程）・専攻科の人材育成その他

の教育研究上の目的の設定とその内容 

○短期大学の理念・目的と学科・専攻科の目的の

連関性 

② 短期大学の理念・目的及び学科・

専攻科の目的を学則又はこれに準ず

る規則等に適切に明示し、教職員及

び学生に周知し、社会に対して公表

しているか。 

○学科（又は専攻課程）・専攻科に設定する人材育

成その他の教育研究上の目的の適切な明示 

○教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサ

イト等による短期大学の理念・目的、学科・専

攻科の目的等の周知及び公表 

③ 短期大学の理念・目的、各学科・

専攻科における目的等を実現してい

くため、短期大学として将来を見据

えた中・長期の計画その他の諸施策

を設定しているか。 

○将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策

の設定 

・認証評価の結果等を踏まえた中・長期の計画

等の策定 

 

基準２ 内部質保証 

点検・評価項目 評価の視点 

① 内部質保証のための全学的な

方針及び手続を明示しているか。 

○下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な

方針及び手続の設定とその明示 

・内部質保証に関する短期大学の基本的な考え方 

・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織 

（全学内部質保証推進組織）の権限と役割、当

該組織と内部質保証に関わる学科・専攻科その

他の組織との関係 

・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上

の指針（ＰＤＣＡサイクルの運用プロセスな

ど） 

② 内部質保証の推進に責任を負

う全学的な体制を整備しているか。 

○全学内部質保証推進組織・学内体制の整備 

○全学内部質保証推進組織のメンバー構成 

③ 方針及び手続に基づき、内部質

保証システムは有効に機能してい

るか。 

 

○学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学

生の受け入れ方針の策定のための全学としての基

本的な考え方の設定 

○全学内部質保証推進組織による学科・専攻科その



 

 

他の組織における教育のＰＤＣＡサイクルを機能

させる取り組み 

○学科・専攻科その他の組織における点検・評価の

定期的な実施 

○学科・専攻科その他の組織における点検・評価結

果に基づく改善・向上の計画的な実施 

○行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置

計画履行状況等調査等）に対する適切な対応 

○点検・評価における客観性、妥当性の確保 

○方針及び手続に従った内部質保証活動の実施 

④ 教育研究活動、自己点検・評価

結果、財務、その他の諸活動の状況

等を適切に公表し、社会に対する説

明責任を果たしているか。 

○教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その

他の諸活動の状況等の公表 

○公表する情報の正確性、信頼性 

○公表する情報の適切な更新 

⑤ 内部質保証システムの適切性

について定期的に点検・評価を行っ

ているか。また、その結果をもとに

改善・向上に向けた取り組みを行っ

ているか。 

○全学的なＰＤＣＡサイクル等の適切性、有効性の

定期的な点検・評価 

○点検・評価における適切な根拠（資料、情報）の

使用 

○点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

基準３ 教育研究組織 

点検・評価項目 評価の視点 

① 短期大学の理念・目的に照らし

て、学科・専攻科、その他の組織の

設置状況は適切であるか。 

○短期大学の理念・目的と学科・専攻科、附置研究

所、センター等の組織構成との適合性 

○教職課程等を置く場合における全学的な実施組織

の適切性 

○学問の動向、社会的要請、短期大学を取り巻く地

域の環境等に配慮した組織編成 

② 教育研究組織の適切性につい

て定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・

向上に向けた取り組みを行ってい

るか。 

○適切な根拠（資料、情報）に基づく教育研究組織

の定期的な点検・評価 

○点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目 評価の視点 

① 授与する学位ごとに、学位授与

方針を定め、公表しているか。 

○課程修了にあたって、学生が修得することが求め

られる知識、技能、態度等、当該学位にふさわし

い学習成果を明示した学位授与方針の適切な設定

（授与する学位ごと）及び公表 

② 授与する学位ごとに、教育課程

の編成・実施方針を定め、公表して

いるか。 

○下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設

定（授与する学位ごと）及び公表 

・教育課程の体系、教育内容 

・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等 

○教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適



 

 

切な連関性 

③ 教育課程の編成・実施方針に基

づき、ふさわしい授業科目を開設

し、教育課程を体系的に編成してい

るか。 

○各学科・専攻科において適切に教育課程を編成す

るための措置 

・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性 

・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性

への配慮 

・授業期間の適切な設定 

・単位制度の趣旨に沿った単位の設定 

・個々の授業科目の内容及び方法 

・授業科目の位置づけ（必修、選択等） 

・短期大学士課程及び専攻科課程それぞれにふさ

わしい教育内容の設定（初年次教育・高大接続へ

の配慮、教養教育と専門教育の適切な配置等） 

＜専門職短期大学及び専門職学科のみ＞ 

・実践的・応用的な能力、職業倫理の涵養への配

慮、専門の職業を取り巻く状況への配慮、教養

教育・基礎的な教育・職業に係る教育科目等の

適切な配置（基礎科目（一般・基礎科目）、職

業専門科目、展開科目、総合科目）等 

・教育課程の編成における全学内部質保証推進組

織等の関わり 

○学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な

能力を育成する教育の適切な実施 

④ 学生の学習を活性化し、効果的

に教育を行うための様々な措置を

講じているか。 

○各学科・専攻科において授業内外の学生の学習を

活性化し効果的に教育を行うための措置 

・単位の実質化を図るための措置（１年間又は学

期ごとの履修登録単位数の上限設定等） 

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習

成果の指標、授業内容及び方法、授業計画、授

業準備のための指示、成績評価方法及び基準等

の明示）及び実施（授業内容とシラバスとの整

合性の確保等） 

・授業の内容、方法等を変更する場合における適

切なシラバス改訂と学生への周知 

・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及

び授業方法（教員・学生間や学生同士のコミュ

ニケーション機会の確保、グループ活動の活用

等） 

・学習の進捗と学生の理解度の確認 

・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数（専

門職短期大学及び専門職学科にあっては１授業

あたり 40名以下） 

・授業の履修に関する指導、その他効果的な学習

のための指導 

・授業外学習に資する適切なフィードバックや、

量的・質的に適当な学習課題の提示 

・各学科等における教育の実施にあたっての全学

内部質保証推進組織等の関わり（教育の実施内



 

 

容・状況の把握等） 

＜専門職短期大学及び専門職学科のみ＞ 

・臨地実務実習、その他必要な授業形態、方法の

導入と実施 

⑤ 成績評価、単位認定及び学位授

与を適切に行っているか。 

○成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

・単位制度の趣旨に基づく単位認定 

・既修得単位等の適切な認定（専門職短期大学及

び専門職学科にあっては、実践的な能力を修得

している者に対する単位の適切な認定を含む） 

・成績評価の客観性、厳格性、公正性、公平性を

担保するための措置 

・短期大学士課程の卒業要件、専攻科の修了要件

の明示 

・成績評価及び単位認定に関わる全学的なルール

の設定その他全学内部質保証推進組織等の関わ

り 

○学位授与を適切に行うための措置 

・学位審査及び卒業認定の客観性及び厳格性を確

保するための措置 

・学位授与に係る責任体制及び手続の明示 

・適切な学位授与 

・学位授与に関わる全学的なルールの設定その他

全学内部質保証推進組織等の関わり 

⑥ 学位授与方針に明示した学生

の学習成果を適切に把握及び評価

しているか。 

○分野の特性に応じた学習成果を測定するための指

標の適切な設定（特に専門的な職業との関連性が

強いものにあっては、当該職業を担うのに必要な

能力の修得を適切に把握できるもの。） 

○学位授与方針に明示した学生の学習成果を把握及

び評価するための方法の開発 

≪学習成果の測定方法例≫ 

・アセスメント・テスト 

・ルーブリックを活用した測定 

・学習成果の測定を目的とした学生調査 

・卒業生、就職先、進学先への意見聴取 

○学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学

内部質保証推進組織等の関わり 

⑦ 教育課程及びその内容、方法の

適切性について定期的に点検・評価

を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組み

を行っているか。 

○適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点

検・評価 

・学習成果の測定結果の適切な活用 

○点検・評価結果に基づく改善・向上 

⑧ 教育課程連携協議会を設置し、

適切に機能させているか。（専門職

短期大学及び専門職学科のみ） 

○メンバー構成の適切性 

○教育課程の編成及びその改善における意見の活用 

 

基準５ 学生の受け入れ 

点検・評価項目 評価の視点 



 

 

① 学生の受け入れ方針を定め、公

表しているか。 

○学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏

まえた学生の受け入れ方針の適切な設定及び公表 

○下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める 

学生像 

・入学希望者に求める水準等の判定方法 

② 学生の受け入れ方針に基づき、

学生募集及び入学者選抜の制度や

運営体制を適切に整備し、入学者選

抜を公正に実施しているか。 

○学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入

学者選抜制度の適切な設定 

○授業料その他の費用や経済的支援に関する情報提

供 

○入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜

実施のための体制の適切な整備 

○公正な入学者選抜の実施 

・オンラインによる入学者選抜を行う場合におけ

る公正な実施 

○入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平

な入学者選抜の実施 

・オンラインによって入学者選抜を行う場合にお

ける公平な受験機会の確保（受験者の通信状況

の顧慮等 ） 

③ 適切な定員を設定して学生の

受け入れを行うとともに、在籍学生

数を収容定員に基づき適正に管理

しているか。 

○入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数

の管理 

・入学定員に対する入学者数比率 

・収容定員に対する在籍学生数比率 

・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足

に関する対応 

④ 学生の受け入れの適切性につ

いて定期的に点検・評価を行ってい

るか。また、その結果をもとに改善・

向上に向けた取り組みを行ってい

るか。 

○適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点

検・評価 

○点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

基準６ 教員・教員組織 

点検・評価項目 評価の視点 

① 短期大学の理念・目的に基づ

き、短期大学として求める教員像や

各学科･専攻科等の教員組織の編制

に関する方針を明示しているか。 

○短期大学として求める教員像の設定 

・各学科・専攻科で求める専門分野に関する能

力、教育に対する姿勢等 

○各学科・専攻科等の教員組織の編制に関する方針

（分野構成、各教員の役割、連携のあり方、教育

研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示 



 

 

② 教員組織の編制に関する方針

に基づき、教育研究活動を展開する

ため、適切に教員組織を編制してい

るか。 

○短期大学全体及び学科・専攻科等ごとの基幹教

員・専任教員数 

○適切な教員組織編制のための措置 

・教員組織の編制に関する方針と教員組織の整合

性 

・教育上主要と認められる授業科目における基幹

教員・専任教員（の適正な配置（専任教員につ

いては教授又は准教授）の適正な配置 

・短期大学士課程及び専攻科課程の目的に即した

教員配置 

（・国際性、男女比 

・専門職短期大学及び専門職学科における実

務家教員の適正な配置（研究能力を併せ有

する実務家教員の適正な配置を含む）） 

・教員の授業担当負担への適切な配慮 

・複数学科等の基幹教員を兼ねる者について、業

務状況の適切性 

・他短期大学・企業等を兼務する基幹教員につい

て、業務状況の適切性 

・教員と職員の役割分担、それぞれの責任の明確

化と協働・連携 

・特定の範囲の年齢に偏ることのないバランス 

のとれた年齢構成への配慮 

○指導補助者を活用する場合の適切性（資格要件、

授業担当教員との責任関係や役割の明確化、指導

計画の明確化等） 

○教養教育の運営体制 

③ 教員の募集、採用、昇任等を適

切に行っているか。 

○教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募

集、採用、昇任等に関する基準及び手続の設定と

規程の整備 

○規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施 

④ ファカルティ・ディベロップメ

ント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面

的に実施し、教員の資質向上及び教

員組織の改善・向上につなげている

か。 

○ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動

の組織的な実施 

○教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価と

その結果の活用 

○指導補助者に対する研修の実施 

⑤ 併設大学がある場合、各々の人

員配置、人的交流等、短期大学と併

設大学の教員及び教員組織の関係

を適切に保っているか。 

○短期大学と併設大学における各々の人員配置、人

的交流の適切性 

○併設大学における兼務の状況 

⑥ 教員組織の適切性について定

期的に点検・評価を行っているか。

また、その結果をもとに改善・向上

に向けた取り組みを行っているか。 

○適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点
検・評価 

○点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

基準７ 学生支援 ～ 基準 10 大学運営・財務、オプション項目 （略） 

以上 


